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法務省は、同省が運用する登記・供託オンライン申請システム（以下「本システム」と

いう。）と民間事業者等が登記申請等をオンラインで実施するために開発・提供するソフ

トウェア（以下「申請書作成ソフト」という。）を直接連携するためＡＰＩを公開してい

る。 

開発者は、申請書作成ソフトの開発及び提供に当たり、本利用規約に定める事項、利用

ガイド、ＡＰＩ仕様書等に記載する事項を遵守しなければならない。 

 

（目的） 

第１条 本利用規約は、申請書作成ソフトの開発者がＡＰＩの利用に際して遵守すべき諸条

件等、必要な事項について定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本利用規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

一 「本システム」とは、法務省が所管する不動産登記、商業・法人登記、電子証明書、

動産譲渡登記、債権譲渡登記、供託、成年後見登記及び電子公証の申請等の手続をオン

ラインにより処理をするシステムをいう。 

二 「登記申請等」とは、次に掲げる不動産登記、商業・法人登記、電子証明書、動産譲

渡登記、債権譲渡登記、供託、成年後見登記及び電子公証に関する手続を行うことをい

う。 

ア 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）に規定する電子情報処理組織を使用す

る方法による登記の申請 

イ 不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号。以下「不動産登記規則」という。）

に規定する電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記法第２３条第１項に

規定する申出 

ウ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報

に関する証明の請求 

エ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報

の通知 

オ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記識別情報

の失効の申出 

カ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記完了証の

通知 

キ 不動産登記規則に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明

書、地図証明書又は図面証明書の交付の請求 
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ク 商業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号）第３章（他の法令において準用する

場合を含む。以下同じ。）に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記の

申請（これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む。）等 

ケ 本システムを利用する方法による商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１７

条第２項第４号に掲げる事項に係る情報の送信 

コ 商業登記規則第３章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による印鑑の提

出又は廃止の届出（クの登記の申請と同時にする場合に限る。） 

サ 商業登記規則第３章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明

書による証明の請求 

シ 商業登記規則第３章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明

書の使用の廃止の届出 

ス 商業登記規則第３章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明

書の使用の再開の届出 

セ 商業登記規則第３章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による識別符号

の変更の届出 

ソ 商業登記規則第３章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による電子証明

書による証明の再度の請求 

タ 商業登記規則第３章に規定する電子情報処理組織を使用する方法による登記事項

証明書又は印鑑の証明書の交付の請求 

チ 動産・債権譲渡登記規則（平成１０年法務省令第３９号）第４章に規定する電子情

報処理組織を使用してする登記の申請 

ツ 動産・債権譲渡登記規則第４章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記事

項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求 

テ 供託規則（昭和３４年法務省令第２号）第５章に規定する電子情報処理組織を使用

してする供託又は払渡しの請求 

ト 後見登記等に関する省令（平成１２年法務省令第２号）第４章に規定する電子情報

処理組織を使用してする登記の申請 

ナ 後見登記等に関する省令第４章に規定する電子情報処理組織を使用してする登記

事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付の請求 

ニ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令（平成１３年法務省令第２

４号）第３章に規定する電子情報処理組織を使用してする電磁的記録の認証の嘱託又

は日付情報の付与、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明若しくは同一の情

報の提供の請求 
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三 「関連ソフトウェア」とは、登記申請等のため、本システムに送信する各種申請様式

ファイル及び登記識別情報に関する各種添付情報ファイルの作成及び表示、電子署名の

付与、送信、申請処理状況の確認、電子公文書の取得等を行うソフトウェアをいう。 

なお、法務省が提供するインストーラ、関連の操作ガイド及びホームページに記載さ

れている文字・イラスト等全ての情報及びその複製物を含む。 

四 「申請書作成ソフト」とは、関連ソフトウェアのうち民間事業者等が開発・提供を行

うソフトウェアをいう。 

五 「開発者」とは、申請書作成ソフトの設計・開発・提供を行う民間事業者等をいう。 

六 「開発者専用ページ」とは、法務省と開発者の情報共有（ＡＰＩ開発用ドキュメント

の公開等）のために構築されたホームページ上の専用ページをいう。 

七 「検証環境」とは、申請書作成ソフト開発にあたり、動作確認等を行うための環境を

いう。 

八 「最終確認試験」とは、申請書作成ソフトが本システムに接続するに当たって仕様に

準拠しているかについて検証するために法務省が設ける試験をいう。 

九 「テスト環境」とは、最終確認試験を行うための環境をいう。 

 

（利用条件） 

第３条 開発者は、本規約への同意を条件として、申請書作成ソフトの開発及び提供並びに

ＡＰＩの利用を行うものとする。また、開発者は、利用ガイド、ＡＰＩ仕様書、ＡＰＩを

利用する業務ごとに定める要領等に記載する事項を遵守しなければならない。 

２ 開発者は、自己の責任と判断に基づいてＡＰＩを利用し、申請書作成ソフトを開発する

上で知り得た情報（ＡＰＩの利用のために開発者が作成し管理している情報を含む。）を

適切に管理するものとし、本システムに対し、いかなる責任も負担させないものとする。 

３ 開発者は、申請書作成ソフトの開発の申込み、検証環境の利用の申込み、最終確認試験

の実施の申込み、最終確認試験の結果の提出、ＩＤ等の削除の申込み等の各種申込みを行

う際に、虚偽の情報を告知してはならない。 

４ 開発者は、開発者専用ページに掲載された情報及び法務省から提供を受けた情報、ＡＰ

Ｉ及びこれに関連する著作物（本利用規約、各種申込み等に関連して開発者に対して提供

する資料及び本システムのホームページ等に掲載するＡＰＩ仕様書等を含む。以下同じ。）

等（各文書の記載内容を含む。）について、第三者に無断で提供してはならない。 

 

（申請書作成ソフトの開発の申込み） 

第４条 開発者は、申請書作成ソフトの開発を行うに当たっては、別途本システムホームペ

ージの申請書作成ソフトウェア開発申込フォームにより、あらかじめ開発に係る申込みを

行わなければならない。 
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（検証環境の利用の申込み） 

第５条 開発者は、法務省が提供する検証環境を利用するに当たっては、別途開発者専用ペ

ージにおいて提供する様式により、検証環境の利用の申込みを行わなければならない。 

 

（最終確認試験） 

第６条 開発者は、開発した申請書作成ソフトを提供、販売する場合、テスト環境において

最終確認試験を行い、これに合格しなければならない。 

２ 開発者が最終確認試験を行うに当たっては、別途開発者専用ページにおいて提供する様

式により、最終確認試験の申込みを行わなければならない。 

３ 前項の申込みは、開発者における申請書作成ソフトの開発、テスト状況に応じ、任意の

時点において行うことができる。ただし、開発者が申込みを行う時点では、検証環境を利

用した動作確認、テスト等を完了している必要がある。 

４ 開発者は、最終確認試験の実施後に最終確認試験結果を提出しなければならない。 

 

（個人情報等の取扱い） 

第７条 法務省は、申請書作成ソフト開発申込み受付時、検証環境利用申込み受付時及び最

終確認試験申込み受付時に取得した個人情報等は、「登記・供託オンライン申請システム

ＡＰＩ利用における個人情報保護方針」により取り扱うものとする。 

 

（ＡＰＩを利用するためのＩＤ及びパスワード） 

第８条 開発者は、次の各号に示すＩＤ及びパスワード（以下「ＩＤ等」という。）の使用

及び管理について責任を負うものとし、第三者に譲渡・貸与・開示してはならない。 

一 開発用利用者ＩＤ（兼開発者専用ページ利用ＩＤ） 

二 検証環境用ＩＤ 

三 ソフトウェア（アプリケーション）ＩＤ 

２ 開発者は、ＩＤ等が第三者によって使用されていることを確認した場合、直ちに法務省

にその事実を届け出るとともに、同省の指示に従うものとする。 

３ 法務省は、前項の連絡を受けた場合又は前項に示すＩＤ等の第三者による使用又は使用

が疑われる状況を確認した場合は、該当するＩＤ等による接続を制限することができる。 

４ ＩＤ等が第三者によって使用されたことによって生じた損害は、法務省に故意または重

大な過失がある場合を除き、法務省は一切の責任を負わないものとする。 

５ 開発者が他の開発者のＩＤ等を不正に利用し、当該他の開発者又は法務省に損害を与え

た場合、他の開発者又は法務省は、これによって生じた損害の賠償を請求することができ

る。 

６ 発行を受けたＩＤ等を使用する必要がなくなった開発者は、遅滞なくＩＤ等の削除申込

みを行わなければならない。 
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（情報セキュリティ要求事項の遵守） 

第９条 開発者は、申請書作成ソフトの開発に当たり、ＡＰＩ仕様書等に記載された情報セ

キュリティ要求事項を遵守しなければならない。 

２ 法務省は、前項に示す情報セキュリティ要求事項が遵守されていないことが確認された

申請書作成ソフトに対し、本システム及びテスト環境への接続を制限することができる。 

 

（禁止事項） 

第 10条 開発者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 

一 最終確認試験以外の目的でテスト環境に接続すること 

二 本システム、検証環境及びテスト環境に対し不正にアクセスすること 

三 本システム、検証環境及びテスト環境の運用を妨害する行為 

四 本システム、検証環境及びテスト環境に対しウイルス感染したファイルを故意に送信

する行為 

五 法令若しくは公序良俗に違反する内容、又はそのおそれのある内容を含むソフトウェ

アの開発 

六 最終確認試験に係る基準を満たしていない申請書作成ソフトにより本システム接続

すること 

七 最終確認試験の試験範囲外のＡＰＩを使って、本システムに接続すること 

八 登記申請等以外の目的で本システムに接続すること 

九 本システム、検証環境及びテスト環境のシステム運用に支障を及ぼす内容又はそのお

それのある内容を含んだソフトウェアの開発 

十 その他、法務省が不適切であると判断する行為 

２ 法務省は、開発者が前項各号に掲げる行為を行った場合、又は行うおそれがあると判断

した場合には、当該開発者に事前に通知することなく、当該行為を排除するとともに、そ

の他必要な措置を講ずることができる。 

 

（著作権・知的所有権） 

第 11条 申請書作成ソフトの著作権は、申請書作成ソフトを開発した開発者に帰属する。 

２ ＡＰＩ及びこれに関連する著作物に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含ま  

れるノウハウ等の知的所有権は、法務省に帰属する。 

３ 開発者は、申請書作成ソフトの開発に際し、ＡＰＩ及びこれに関連する著作物を次の各

号に示すとおり扱うものとする。 

一 申請書作成ソフトを開発するためにのみ使用すること 

二 複製、解析、改変、編集、頒布等を行わないこと 

三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡又は担保権の設定をしないこと 

四 著作権表示若しくは商標表示を削除又は変更しないこと 
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（免責事項） 

第 12 条 法務省は、申請書作成ソフトを使用したことにより開発者に生じた損害及び開発

者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとする。 

２ 法務省は、申請書作成ソフトを使って登録したデータの消失等、申請書作成ソフトに関

して生じるあらゆる損害等について、開発者に対し一切の責任を負わないものとする。 

 

（本利用規約の変更） 

第 13 条 法務省は、開発者への事前の通知を行うことなく本利用規約を改正することがで

きる。 

２ 本利用規約の改正を行った場合、本システムのホームページに掲載することにより公表

するものとし、公表後直ちに効力を生じるものとする。 

３ 本利用規約の改正を行った場合、開発者は、改正後の本利用規約に従うものとする。 

 

（準拠法及び管轄） 

第 14条 本利用規約の準拠法は、日本国法とする。 

２ 本利用規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

（使用言語） 

第 15条 利用上の手続及び問合せ等は、日本語で行うものとする。 


